
議案第42号

三朝町国民健康保険税条例の一部改正について

次のとおり三朝町国民健康保険税条例の一部を改正することについて､地方

自治法(昭和2 2年法律第6 7号)第9 6条第1項の規定により､本議会の議

決を求める｡

平成9年4月30日

三朝町長　　　安　　田　　真　一　郎

年配9年購30B席察可決

三朝町鼠金蔵夜番東武津具

三朝町条例第　　号

三朝町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

三朝町国民健康保険税条例(昭和4 5年三朝町条例第1 9号)の一部を次の

ように改正する｡

第2条及び第10集中｢52万円｣を｢53万円｣に改める｡

附　則

(施行期日)

1　この条例は､公布の日から施行する｡

(適用区分)

2　改正後の三朝町国民健康保険税条例第2条及び第1 0条の規定は､平成9

年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し､平成8年度分までの国

民健康保険税については､なお従前の例による｡


